
告 示

�愛媛県告示第１１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西条市丹原町今井、池田、願連寺、古田、高松地域に係る県営土地

改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり

当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

令和３年２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・池之内地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

令和３年２月８日から３月９日まで

３ 縦覧場所

西条市役所丹原総合支所
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�愛媛県告示第１１８号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和３年２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西条市河之内甲８９６、甲８９７、甲８９９、乙３０３、乙３０４、乙３０６の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

河之内甲８９６・甲８９７・甲８９９・乙３０４・乙３０６の１（以上５

筆について、次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１９号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和３年２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西条市丹原町楠窪３号２０２の２、３号２０７の２、３号２０８、３号

２０９の１、３号２１１、３号２３８、３号２４０の１、３号２４３の１、３号

２４３の３、３号２６９の１、３号２６９の２、３号２７１、３号２７２の１、
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３号２７２の２、３号２７３、３号２７４の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

丹原町楠窪３号２０７の２・３号２４０の１・３号２６９の１・３

号２７１（以上４筆について、次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２０号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第９条第１項の規定により、

次のとおり建築士の免許を取り消した。

令和３年２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届

出があった。

令和３年２月５日

�愛媛県告示第１２１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和３年２月５日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�愛媛県告示第１２２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和３年２月５日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�愛媛県告示第１２３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和３年２月５日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

免許の
取 消
年月日

免許の取消しを受けた建築士 免 許 の
取消しの
理 由氏 名 二級建築士又は

木造建築士の別 登録番号

令和３年
１月１２日 小笠原 敏夫 二級建築士 愛媛県知事登録

第２０９３号 死亡による

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント四国中央ステー
ション

愛媛県四国中央市土居町藤原３番耕地
８８番地１ 令和２年１２月１日 福祉用具貸与

株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント四国中央ステー
ション

愛媛県四国中央市土居町藤原３番耕地
８８番地１ 令和２年１２月１日 特定福祉用具販売

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント四国中央ステー
ション

愛媛県四国中央市土居町藤原３番耕地
８８番地１ 令和２年１２月１日 介護予防福祉用具

貸与

株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント四国中央ステー
ション

愛媛県四国中央市土居町藤原３番耕地
８８番地１ 令和２年１２月１日 特定介護予防福祉

用具販売

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社 大新 ケアサポート・ライカ 愛媛県新居浜市新須賀町一丁目８番６３
号 令和２年１２月２８日 訪問介護

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

７６
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公安委員会規則

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

退 任

�愛媛県告示第１２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県公安委員会規則第１号
行政手続における押印等の取扱いに係る関係規則の整備に関する規則を次のように定める。

令和３年２月５日

愛媛県公安委員会委員長 曽我部 謙 一

行政手続における押印等の取扱いに係る関係規則の整備に関する規則

（愛媛県道路交通規則の一部改正）

第１条 愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

別記様式第２１号の５中「�」を削る。
（愛媛県自動車等の運転に関する特定任意講習の実施に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県自動車等の運転に関する特定任意講習の実施に関する規則（平成６年愛媛県公安委員会規則第１０号）の一部を次のように改

正する。

様式第１号、様式第２号及び様式第４号中「�」を削る。
（愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部改正）

第３条 愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則（平成１４年愛媛県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正

する。

様式第１号中「氏名 印」を「氏名」に改め、注書１を削り、注書２を注書とする。

（警備業法施行細則の一部改正）

第４条 警備業法施行細則（平成１５年愛媛県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

様式第４号中「�」及び注書１を削り、注書２を注書１とし、注書３を注書２とする。
様式第５号及び様式第６号中「�」を削る。
様式第７号中「�」及び注書３を削り、注書４を注書３とする。

（古物営業法施行細則の一部改正）

第５条 古物営業法施行細則（平成１５年愛媛県公安委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

様式第２０号中「�」及び注書１を削り、注書２を注書１とし、注書３を注書２とする。
様式第２１号中「�」及び注書１を削り、注書２を注書とする。

（愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正）

第６条 愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

様式第１号、様式第３号及び様式第４号中「�」を削る。
様式第９号を次のように改める。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 加 藤 弘 明 四国中央市土居町中村１４４２番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 皿ヶ嶺公園滑川線
東温市滑川字梅藪甲３７番２から

同字甲１００番地先まで

旧 ８．３～３３．４ ０．０８７

新 ８．３～６６．１ ０．０８７

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

７７



様式第９号（第７条関係）

（表）

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

７８



（裏）

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

７９



様式第１０号を次のように改める。

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

８０



様式第１０号（第８条関係）

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

８１



様式第１１号を次のように改める。

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

８２



様式第１１号（第９条、第１０条、第１１条関係）

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

８３



様式第１３号を次のように改める。

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

８４



様式第１３号（第１２条関係）

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

８５



様式第１４号中「�」を削る。
様式第１６号を次のように改める。

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

８６



様式第１６号（第１４条関係）

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

８７



様式第１７号を次のように改める。

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

８８



様式第１７号（第１５条関係）

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号

８９



選挙管理委員会告示

��������������

（愛媛県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則の一部改正）

第７条 愛媛県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則（平成２６年愛媛県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

様式第１号及び様式第３号中「印」を削る。

（愛媛県公安委員会審査請求手続規則の一部改正）

第８条 愛媛県公安委員会審査請求手続規則（平成２８年愛媛県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

様式第３号及び様式第６号中「�」を削る。
第９条 愛媛県迷惑行為防止条例施行規則（令和２年愛媛県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

様式第３号中「�」を削る。
附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

�愛媛県選挙管理委員会告示第８号
推薦団体の選挙運動に関する規程（昭和３７年６月４日愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和３年２月５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別記第２号様式中「印」を削り、同様式に備考として次のように加える。

備考 推薦団体の検印責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任

状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、推薦団体の検印責任者本人の署名その他の措

置（記名押印等）がある場合はこの限りではない。

�愛媛県選挙管理委員会告示第９号
愛媛県選挙公営実施規程（昭和４４年１１月１日愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和３年２月５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第３条 検印票の交付を受けた推薦団体が検印を受けようとする場

合においては、当該検印票に推薦演説会を開催する施設の名称及

びその所在地、開催年月日並びに検印に関する責任者の氏名を記

入 し、これを愛媛県選挙管理委

員会に提出しなければならない。

２・３ 省略

４ 検印したポスターが５００枚に達したときには、愛媛県選挙管理

委員会は検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、愛媛

県選挙管理委員会の印を押して提出者に返すものとする。

第３条 検印票の交付を受けた推薦団体が検印を受けようとする場

合においては、当該検印票に推薦演説会を開催する施設の名称及

びその所在地、開催年月日並びに検印に関する責任者の氏名を記

入するとともに当該責任者の印をおし、これを愛媛県選挙管理委

員会に提出しなければならない。

２・３ 省略

４ 検印したポスターが５００枚に達したときには、愛媛県選挙管理

委員会は検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、愛媛

県選挙管理委員会の印をおして提出者に返すものとする。

改 正 後 改 正 前

第８条 前条の証紙交付票の交付を受けたものは、証紙の交付を受

けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名

（候補者届出政党にあつては、その名称及び受領責任者の氏名）

を記入し、 これに証紙を貼るビラの見本

１枚（記載内容が異なる場合においては、それぞれ１枚）を添え

て県委員会に提出しなければならない。

２～４ 省略

第１１条 前条の規定により、証紙の交付を受けようとするときは、

同条の証紙交付票に当該候補者届出政党の名称及び受領責任者の

氏名を記入し 、これに証紙を貼るべきポスターの見本

第８条 前条の証紙交付票の交付を受けたものは、証紙の交付を受

けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名

（候補者届出政党にあつては、その名称及び受領責任者の氏名）

を記入し、その印を押すとともに、これに証紙を貼るビラの見本

１枚（記載内容が異なる場合においては、それぞれ１枚）を添え

て県委員会に提出しなければならない。

２～４ 省略

第１１条 前条の規定により、証紙の交付を受けようとするときは、

同条の証紙交付票に当該候補者届出政党の名称及び受領責任者の

氏名を記入して印を押し、これに証紙をはるべきポスターの見本

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号
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別記第５号様式中「�」を削り、同様式に備考として次のように加える。
備考 候補者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては委任状の提示又は提

出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置（記名押印等）がある場合は

この限りではない。

別記第５号様式その２中「�」を削り、同様式備考２の次に次のように加える。
３ 候補者届出政党の受領責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者届出政党の受領責任者本人

の署名その他の措置（記名押印等）がある場合はこの限りではない。

別記第５号様式の２中「�」を削り、同様式備考２の次に次のように加える。
３ 候補者届出政党の受領責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者届出政党の受領責任者本人

の署名その他の措置（記名押印等）がある場合はこの限りではない。

別記第１２号様式その１中「�」を削り、備考を次のように改める。
備考１ この申出書は公営施設使用の個人演説会についての開催申出書であること。

２ 候補者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては委任状の提示又は

提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置（記名押印等）がある場

合はこの限りではない。

別記第１２号様式その２中「�」を削り、備考を次のように改める。
備考１ この申出書は公営施設使用の政党演説会についての開催申出書であること。

２ 候補者届出政党の代表者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては

委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者届出政党の代表者本人の署名そ

の他の措置（記名押印等）がある場合はこの限りではない。

別記第１２号様式その３中「�」を削り、備考を次のように改める。
備考１ この申出書は公営施設使用の政党等演説会についての開催申出書であること。

２ 名簿届出政党等の代表者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては

委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、名簿届出政党等の代表者本人の署名そ

の他の措置（記名押印等）がある場合はこの限りではない。

別記第１６号様式中「�」を削り、同様式に備考として次のように加える。
備考 候補者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては委任状の提示又は提

出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置（記名押印等）がある場合は

この限りではない。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１０号
政治活動に関する規程（昭和４６年３月１８日愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和３年２月５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別記第４号様式その１中「�」を削り、同様式備考２の次に次のように加える。
３ 政治団体の受領責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては委

１枚（記載内容が異なる場合においては、それぞれ１枚）を添え

て県委員会に提出しなければならない。

２・３ 省略

１枚（記載内容が異なる場合においては、それぞれ１枚）を添え

て県委員会に提出しなければならない。

２・３ 省略

改 正 後 改 正 前

第５条 前条の規定により、証紙の交付を受けようとするときは、

同条第２項の証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び

証紙の受領に関する責任者の氏名を記入し 、これに証

紙を貼るべきポスターの見本１枚（記載内容が異なる場合におい

ては、それぞれ１枚）を添えて県委員会に提出しなければならな

い。

２～４ 省略

第５条 前条の規定により、証紙の交付を受けようとするときは、

同条第２項の証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び

証紙の受領に関する責任者の氏名を記入して印を押し、これに証

紙をはるべきポスターの見本１枚（記載内容が異なる場合におい

ては、それぞれ１枚）を添えて県委員会に提出しなければならな

い。

２～４ 省略
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任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政治団体の受領責任者本人の署名その他

の措置（記名押印等）がある場合はこの限りではない。

別記第４号様式その２中「�」を削り、同様式備考２の次に次のように加える。
３ 政治団体の受領責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては委

任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政治団体の受領責任者本人の署名その他

の措置（記名押印等）がある場合はこの限りではない。

別記第５号様式中「�」を削り、同様式に備考として次のように加える。
備考 政治団体の代表者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては委任状の

提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政治団体の代表者本人の署名その他の措置（記名

押印等）がある場合はこの限りではない。

別記第６号様式中「�」を削り、同様式に備考として次のように加える。
備考 政治団体の代表者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては委任状の

提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政治団体の代表者本人の署名その他の措置（記名

押印等）がある場合はこの限りではない。

別記第８号様式中「�」を削り、同様式に備考として次のように加える。
備考 政治団体の代表者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては委任状の

提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政治団体の代表者本人の署名その他の措置（記名

押印等）がある場合はこの限りではない。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１１号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程（昭和５６年５月愛媛県選挙管理委員会告示第２７号）の一部

を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和３年２月５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

別記第３号様式中「�」を削り、同様式に備考として次のように加える。
備考 公職の候補者等本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては委任状の提

示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、公職の候補者等本人の署名その他の措置（記名押印

等）がある場合はこの限りではない。

別記第４号様式中「�」を削り、同様式に備考として次のように加える。
備考 後援団体の代表者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては委任状の

提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、後援団体の代表者本人の署名その他の措置（記名

押印等）がある場合はこの限りではない。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１２号
愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程（平成６年１０月愛媛県選挙管理委員会告示第２５号）の一

部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和３年２月５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出）

第４条 省略

２ 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車

使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日

付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のう

ち自動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）第１３条第１項第４

号に規定する４けた以下のアラビア数字、車両番号のうち道路運

送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第３６条の１７第１項

第４号若しくは第３６条の１８第１項第３号に規定する４けた以下の

アラビア数字又は標識の番号（地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第４６３条の１８第３項（同法第１条第２項において準用する場

（契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出）

第４条 省略

２ 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車

使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日

付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のう

ち自動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）第１３条第１項第４

号に規定する４けた以下のアラビア数字、車両番号のうち道路運

送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第３６条の１７第１項

第４号若しくは第３６条の１８第１項第３号に規定する４けた以下の

アラビア数字又は標識の番号（地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第４４６条第３項 （同法第１条第２項において準用する場
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９２



��������������

別記第１号様式その１中「印」を削り、同様式備考３の次に次のように加える。

４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提

出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置（記名押印等）がある

場合はこの限りではありません。

別記第１号様式その２中「印」を削り、備考を次のように改める。

備考

１ 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。

２ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提

出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置（記名押印等）がある

場合はこの限りではありません。

別記第１号様式その３中「印」を削り、備考を次のように改める。

備考

１ 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。

２ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提

出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置（記名押印等）がある

場合はこの限りではありません。

別記第２号様式その１中「印」を削り、同様式備考４の次に次のように加える。

５ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提

出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置（記名押印等）がある

場合はこの限りではありません。

別記第２号様式その２中「印」を削り、同様式備考３の次に次のように加える。

４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提

出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置（記名押印等）がある

場合はこの限りではありません。

別記第２号様式その３中「印」を削り、同様式備考３の次に次のように加える。

４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提

出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置（記名押印等）がある

場合はこの限りではありません。

別記第４号様式その１中「印」を削る。

別記第４号様式その２中「印」を削り、同様式備考１中「第４４６条第３項」を「第４６３条の１８第３項」に改める。

別記第４号様式その３中「印」を削る。

別記第５号様式及び別記第６号様式中「印」を削る。

別記第７号様式その１備考１中「第４４６条第３項」を「第４６３条の１８第３項」に改める。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１３号
愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月愛媛県選挙管理委員会告示第２６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和３年２月５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

別記第６号様式中「印」を削り、注を次のように改める。

注１ 立ち会うべき時間を定めた場合には、時間を付記すること。

２ 投票管理者、投票管理者の職務代理者又は投票立会人本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人

が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、投票管理者、

投票管理者の職務代理者又は投票立会人本人の署名その他の措置（記名押印等）がある場合はこの限りではない。

別記第２５号様式の２中「�」を削り、同様式注３を次のように改める。
３ 申請者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提

出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、申請者本人の署名その他の措置（記名押印等）がある場合は

この限りではない。

合を含む。）に規定する標識の番号をいう。）のうちこれらに代

わる４けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が

記載された書面で、燃料供給業者から燃料の供給を受けた際に受

領したものの写しを添付しなければならない。

３ 省略

合を含む。）に規定する標識の番号をいう。）のうちこれらに代

わる４けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が

記載された書面で、燃料供給業者から燃料の供給を受けた際に受

領したものの写しを添付しなければならない。

３ 省略

愛 媛 県 報令和３年２月５日 第１７８号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和３年２月５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１５１，１０４

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，０２３

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４３，８８８

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

別記第２５号様式の３中「�」を削り、「あて」を「宛」に改め、同様式注３を次のように改める。
３ 指定病院等の院長等本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状

の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、指定病院等の院長等本人の署名その他の措置

（記名押印等）がある場合はこの限りではない。

別記第２５号様式の４中「�」を削り、「あて」を「宛」に改め、同様式注３を次のように改める。
３ 指定病院等の院長等本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状

の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、指定病院等の院長等本人の署名その他の措置

（記名押印等）がある場合はこの限りではない。

別記第２５号様式の５中「�」を削り、「あて」を「宛」に改め、同様式注２を次のように改める。
２ 指定病院等の院長等本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状

の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、指定病院等の院長等本人の署名その他の措置

（記名押印等）がある場合はこの限りではない。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１４号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

令和３年２月５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１～３ 省略

４ 老人ホーム

１～３ 省略

４ 老人ホーム

名 称 種 類 所 在 地 指定年月日 名 称 種 類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

カインドハウス

北浜

省略 カインドハウス

北浜

省略

地域密着型特別

養護老人ホーム

かのこ

特別養護老

人ホーム

今治市宮ケ崎甲７００

－１

令和３年１月

２８日

地域密着型特別

養護老人ホーム

ほのか

特別養護老

人ホーム

今治市高部甲５３５－

１

令和３年１月

２８日

省略 省略

５・６ 省略 ５・６ 省略

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，２９０ １４，４３０

南 宇 和 郡 １８，３５２ ６，１１８

松山市・上浮穴郡 ４３５，６３２ １３９，２７２

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３７，９４５ ４５，９８２

宇和島市・北宇和郡 ７５，６９２ ２５，２３１

八幡浜市・西宇和郡 ３６，７１３ １２，２３８

新 居 浜 市 ９９，１９９ ３３，０６７

西 条 市 ９０，６２１ ３０，２０７
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大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５０，０６６ １６，６８９

伊 予 市 ３０，９８３ １０，３２８

四 国 中 央 市 ７２，５７８ ２４，１９３

西 予 市 ３１，８８６ １０，６２９

東 温 市 ２８，１４７ ９，３８３

令和３年２月５日 発行
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